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1. 事業目的 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰により生

活に困窮する市民の生活・暮らしを支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に対し

て臨時的な措置として、安芸高田市生活支援給付金5万円を支給する安芸高田市独自

の事業です。 

 

2. 給付金の概要 

（1） 支給金額   5万円／世帯 

（2） 対象世帯（約 900世帯の見込み） 

基準日（令和 4年 6月 1日）時点で、本市の住民基本台帳に記載されている世帯のうち、

次の①～④のすべての条件に該当する世帯。 

① 国の臨時特別給付金の対象とならない世帯 

② 均等割のみ課税世帯（世帯構成員全員が、令和 4年度住民税所得割非課税である） 

③ 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない 

④ 申請日時点において、引き続き市の住民基本台帳に記載されている世帯 

 

3. 支給 

支給までの期間 

○不備のない確認書・申請書を受理してから、概ね１月 

※該当世帯ごとの支給までの流れは、裏面参照 

 

4. その他 

（1） 専用電話 

○名 称：安芸高田市生活支援給付金 担当窓口 

○電 話：0826-47-4051 

○受付時間：平日 9時～17時 

※確認書等送付直後から１～2週間は回線が込み合う可能性が高いため、つながらない場

合は、時間を空けておかけ直しください。 

（2） 郵送提出への協力依頼 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

住民税均等割のみ課税世帯 

生活支援給付金支給について 



 

 

 

【該当世帯ごとの支給までの流れ】 

1. 住民税均等割のみ課税世帯 

市から確認書を送付する世帯  市から申請書を送付する

世帯 

 申請書をダウンロードする

世帯 

該当者へ発送開始 

 

（10/26発送開始し、配送完了まで

約 1週間程度） 

 該当すると思われる方へ 

発送開始 

（10/26発送開始し、配送完

了まで約 1週間程度） 

 給付対象世帯の可能性

があるにも関わらず申請

書が届かない場合は、市

ホームページから申請書

をダウンロード 

     

確認書の内容を確認し、 

添付書類とともに返送 

①世帯主の本人確認書類の写し 

（代理申請の場合、代理人の本人確

認書類も添付） 

②（受取口座に変更がある場合）世

帯主名義の口座確認書類の写し（コ

ピー） 

 申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送 

 

①世帯主の本人確認書類の写し 

（代理申請の場合、代理人の本人確人書類も添付） 

②世帯主名義の口座確認書類の写し（コピー） 

③世帯の中で、令和 4年 1月 1日時点で安芸高田市以外に

住所があった人の令和 4年度住民税課税台帳記載事項証

明書（課税/非課税証明書）の写し（コピー） 

 

 【書類のチェック・不備の是正】 

 

【振込手続】 

 

【振込通知書発送】 

 

【振込完了】 

 

2. DV等避難者 

DV等の理由により、安芸高田市に避難し、本市の住民基本台帳に記載されていない人で、

住民税均等割のみ課税世帯の場合は、安芸高田市に申請が必要 

※スケジュールは上表と同様 

 

１
月

程

度 

 


